
お気軽に
お問い合わせください。

どんぐり相談
　発育，発達が気になるお子さんを対象に専門員，または心理職による
相談を行っています。

【問い合わせ先】保健センター

外来療育相談
　こどもの発達に不安のある保護者等を対象とした個別相談です。お子
さんの発達段階に応じた助言や相談を行います。

【問い合わせ先】社会福祉課

ペアレントトレーニング
　こどもの発達に不安のある保護者を対象とした教室です。こどもと
ともに成長していくための具体的なかかわり方や工夫などを学びます。

【問い合わせ先】社会福祉課

保育所等巡回相談
　相談員が町内の保育園や幼稚園等を巡回します。お子さんの発達に
ついて気になることがあれば，かかわり方などアドバイスします。
　ご希望の方は園へご相談ください。

【問い合わせ先】こども課

たんぽぽ教室
　3～5歳児（年少～年長クラス）を対象とした教室です。
　保育士と1対1で，一人ひとりの発達に応じたプログラムを行います。
また，保護者の個別相談も行っています。

【問い合わせ先】ひまわりプラザ

育ちの応援

げんきっ子広場
　1歳6か月児健診後の少人数の親子教室です。遊びの中
で，お子さんの良いところを発見しましょう。

【問い合わせ先】保健センター

育
ち
の
応
援

手続き名 手続き場所 内　　容 届出に必要なもの

出
生
前

出産育児
一時金

住民課
または
職場

海田町国民健康保険の方は海田町に， 社会保険の
方は職場にお問い合わせください。

育児休業
取得 職場 パパ・ママになることがわかったら職場で制度や手続

きを確認しましょう。

生
ま
れ
た
と
き

出生届 住民課 赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に名前を決
めて届け出ましょう。

出生届， 印鑑，
親子健康手帳

健康保険証
の手続き

住民課
または職場

海田町国民健康保険の方は海田町で， 社会保険の
方は職場で加入手続きをしましょう。

小児慢性
特定疾病
医療費助成

広島県 慢性的な疾病を抱える子どもの医療費の自己負担分
の一部を助成する制度です。

未熟児等
養育医療費
給付

こども課 医師が入院養育を必要と認めた出生児に対して療養
費の一部を給付します。 医師の意見書  等

生
ま
れ
た
と
き・転
入
し
た
と
き

乳幼児等
医療費
助成制度

こども課

乳幼児等が病気やけがで保険診療を受けたときの自
己負担を助成する制度です。（年齢制限あり）
申請期限：出生日・転入日を含めて14日以内

（14日経過後は申請日から助成対象）
一部負担金額　500円（医療機関ごと）通院月4日入
院月１４日
※1歳以上は所得制限あり

印鑑
乳幼児等の
健康保険証
※課税台帳記載
　事項証明書
　（転入してこら

れた方）　等

児童手当

こども課

※ 公 務 員
の 方 は
職 場 で
の 手 続
き に な
ります。

中学校修了前の子どもを養育する方に支給されます。
申請期限：出生日・前住所地での転出予定日等の翌日
から15日以内

印鑑
申請者の
健康保険証
申請者の振込口
座のわかる通帳
申請者と配偶者
の個人番号カード
または通知書　等

0〜3歳未満
3歳〜小学校修了　第1子・第2子
第3子以降
中学生
所得制限を超えた受給者（特例給付）

一律15,000円
10,000円
15,000円

一律10,000円
一律  5,000円

※令和４年１０月支給分から、所得上限限度額以上の
方は、特例給付は支給されません。

予防接種
手帳の
交付

こども課
保健

センター

出生届出時はこども課で， それ以外（転入等）の時は
保健センターでお渡ししています。

ひとり親家庭に対する助成制度についてはこども課にお問い合わせください。
障がい児に対する助成制度・サービス利用については， 社会福祉課にお問い合わせください。

子どもに関わる手続き子どもに関わる手続き
　子どもが生まれた！引っ越してきた！子どもに関わるいろいろな手続きがあります。
詳しくは手続き場所にお問い合わせください。
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